
令和７年度高原町職員採用試験実施要領 
 
 
１  採用試験の種類、職種、採用予定人員及び職務の内容 

種類 職  種 採用予定人員 職  務  の  内  容 

初級 一般事務（Ａ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に一般事務・技術の
業務に従事します。 

 
２  受験資格（学歴は問いません。） 
（１）年  齢 

職  種 受    験    資    格 

一般事務（Ａ） 昭和６１年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

 
（２）次のうちいずれか一つに該当する者は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 
イ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 
くなるまでの者 

ウ 高原町職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 
で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 
３  試験の日時、場所及び合格発表 

試    験 試  験  の  日  時 試    験    場 合  格  発  表 

１次試験 

令和８年１月１７日（土） 

７：３０  受付開始 
８：１０  着席 
８：３０ 試験開始  

１１：５５ 試験終了 

高原町総合保健福祉セン

ターほほえみ館 
 
宮崎県西諸県郡高原町 
大字西麓３６０番地１ 

２月上旬に役場

前掲示板、ホー
ムページに掲示
するほか合格者
に通知します。 

２次試験 
２月上旬に１次試験合格者に
対して行います。 

高原町役場２階会議室 
 
宮崎県西諸県郡高原町 
大字西麓８９９番地 

２月下旬に役場
前掲示板、ホー
ムページに掲示
するほか合格者
に通知します。 

 ＊ 試験中は携帯電話の電源を切り、バッグ等にしまってください。 
 

４  試験の方法 
    試験については、高等学校卒業程度の試験を次のとおり実施します。 

試   験 試験科目 時間 内   容 

１次試験 教養試験 １２０分 

時事、社会に関する一般知識を問う問題（１
３題）（「自然に関する一般知識」分野、「古
文」、「哲学、文学、芸術等」、「国語」の出題
はありません。） 
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関す
る能力を問う問題（２７題） 



職場適応性検査 ２０分 
公務員としての職業生活への適応性につい
て、職務への対応や対人関係面での性格特
性を詳しくみる検査 

性格特性検査 ２０分 
公務員に求められる六つの基礎的な性格特
性をみる検査 

２次試験 
作文試験 ９０分 

表現力、課題に対する理解力その他の能力
についての記述式による筆記試験 

人物試験 ― 面接試験 

   
 
５  受験手続 
（１）申込用紙請求先等 

    ア  申込用紙の交付場所    高原町役場総務課 
    イ  郵便による申込用紙の請求方法 
        請求先  〒８８９－４４９２ 
                宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 高原町役場総務課 
     封筒の表に「高原町職員採用試験受験申込書請求」と朱書きし、１４０円切手を

貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４判が入る大きさ）を必ず同封し、高原町役場総
務課に請求してください。 

    なお、郵送に要する往復の日数を十分考慮してください。 
ウ インターネット 

    高原町ホームページ（https://www.town.takaharu.lg.jp/）からダウンロードで 

きます。 

（２）申込用紙の提出先 

      高原町役場総務課 
        （〒８８９－４４９２  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地） 

（３）提出書類等 

    ① 受験申込書 必要事項を入力もしくは自筆したものを提出してください。 

② 写 真 票 最近３か月以内に撮影した写真を貼付し提出してください。 

  ③ １１０円切手を貼付した封筒 長形３号（120×235mm）の封筒の表面に受験票の

送付先の郵便番号、住所、氏名を記載してください。なお、氏名の後に「様」を付け

てください。 

※注１ 提出書類に不備があった場合は、受付できませんので注意してください。 

※注２ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓口 

で交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管しておいて 

ください。なお、封筒の表には、「高原町職員採用試験受験」と朱書きしてくだ 

さい。 

 
（４）受付期間 

令和７年１２月８日（月）～令和８年１月５日（月）８：３０～１７：１５（土曜・
日曜及び１２月２９日～１月２日を除く。） 
郵送の場合は１月５日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

 
（５）受験票の交付 



      申込書を受理した場合は、受験票を郵送します。 
令和８年１月１４日（水）を過ぎても受験票が到着しない場合は、高原町役場総務 

課（ＴＥＬ０９８４－４２－２１１２）に連絡してください。 
 
６  合格から採用まで 

最終合格者は職種ごとに決定され、それぞれの採用候補者名簿に登載され、そのうち
から任命権者によって採用が決定されます。 
この名簿からの採用は原則として令和８年４月１日以降ですが、場合によっては、そ

れ以前に採用されることがあります。 
なお、合格者は採用予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されな

い場合があります。 
 
７ 給与等 

（１）給与 
高原町の「一般職の職員の給与に関する条例」に基づいて給料が支給されるほか、

通勤手当、扶養手当、住居手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。  
 
（２）勤務条件・休暇等 

勤務時間は、１日７時間４５分、原則として土曜日・日曜日及び国民の祝日に関す
る法律に規定する休日は休みとなります。 

休暇には、年２０日の年次休暇（４月採用者は、初年度については１５日）のほか
主なものに次のような有給休暇があります。 

    夏季休暇…５日間   結婚休暇…５日間   病気休暇…最高９０日間 
 
８ 試験関係情報の提供（緊急連絡）について 

災害等による試験日程の変更やその他の緊急連絡を高原町ホームページに掲載するこ
とがあります。 
 

   高原町ホームページアドレス 
     http://www.town.takaharu.lg.jp/                            
                                  
９ 問い合わせ先 
  高原町役場 総務課 行政係 
  住 所 〒８８９－４４９２  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 
  ＴＥＬ ０９８４－４２－２１１２（内２１１） 
 E-mail  syokuinsaiyo@town.takaharu.lg.jp 
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